
大阪市立生野区民センター使用許可にかかる取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市立生野区民センター（以下、「区民センター」という。）の使用許可

に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（使用許可の申請等） 

第２条 区民センターの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事

項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる

事務所の所在地） 

（２）使用の日時 

（３）使用の目的 

（４）使用しようとする施設及び附属設備 

（５）使用予定人数 

（６）入場料その他これに類する料金の徴収の有無 

（７）その他指定管理者が必要と認める事項 

２ 第１項の申請は、使用期日の６月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特

別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。 

 

（使用許可の申請の優先） 

第３条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、第２条第２項ただし書に基づき、使

用期日の６月前の日前であっても、使用期日の９月前を限度として優先して使用する申請

（以下、「優先使用」という。）を受理することができるものとする。 

２ 次の各号に掲げる使用であって、生野区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域におけ

る文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。 

（１）大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用 

（２）区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用 

（３）大阪市の委託による事業を行うための使用 

（４）地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定める団体等が行う行事 

３ 公職選挙法に基づき、生野区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用 

４ 行政機関が生野区民を対象とした事業を行うための使用 

 

（優先使用の申請） 

第４条 優先使用の申請については、第２条に定めるもののほか、大阪市立生野区民センター優

先使用申請書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。 

２ 第１項の申請は、使用期日の９月前の日から７月前の前日までとする。ただし、第３条第３

項による申請は、使用期日の９月前の日から６月前の前日までとする。 
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（使用許可） 

第５条 指定管理者は、第２条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を

審査し、許可すべきものと認めたときは、２日以内に許可を決定するものとする。 

 

（優先使用内容の掲示） 

第６条 指定管理者は、第５条の使用許可決定後７日以内の日から当該使用期日の３月前の日ま

で、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。 

 

（使用権譲渡の制限） 

第７条 第５条の使用許可を受けた者は、使用権を譲渡、又は他人に使用させてはならない。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２２年８月２７日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２８年４月２３日から施行する。 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  



ア　地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体

団　　体　　名　　称

地域活動協議会の認定に関する要綱第３条に基づく認定団体

生 野 区 地 域 振 興 会

大 阪 市 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 会

生 野 区 親 交 会

イ　社会福祉関係団体

団　　体　　名　　称

大 阪 市 生 野 区 社 会 福 祉 協 議 会

生 野 区 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会

生 野 区 身 体 障 害 者 団 体 協 議 会

生 野 地 区 保 護 司 会

生 野 区 更 生 保 護 女 性 会

生 野 区 老 人 ク ラ ブ 連 合 会

生 野 区 母 と 子 の 共 励 会

生 野 区 遺 族 会

ウ　社会教育関係団体

団　　体　　名　　称

生 野 区 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会

生 野 区 体 育 厚 生 協 会

生 野 区 青 年 団 体 連 合 会

生 野 区 子 供 会 育 成 連 合 会

生 野 区 青 少 年 指 導 員 連 絡 協 議 会

日 本 ボ ー イ ス カ ウ ト 生 野 区 協 議 会

ガ ー ル ス カ ウ ト 生 野 区 育 成 協 議 会

生 野 区 視 聴 覚 教 育 協 議 会

大 阪 市 ス ポ ー ツ 推 進 委 員 生 野 区 協 議 会

生 野 区 青 少 年 福 祉 委 員 連 絡 協 議 会

生 野 区 人 権 啓 発 推 進 会

生 野 区 人 権 啓 発 推 進 員 連 絡 会

生 野 区 Ｂ Ｂ Ｓ 会

「 少 年 の 町 生 野 区 」 推 進 委 員 会

生 野 区 青 少 年 健 全 育 成 推 進 協 議 会

生 野 区 青 少 年 育 成 推 進 会 議

生 野 区 生 涯 学 習 推 進 区 民 会 議

エ　上記以外の団体

団　　体　　名　　称

生 野 区 商 店 会 連 盟

生 野 防 火 協 力 会

生 野 交 通 安 全 協 会

生 野 産 業 会

生 野 防 犯 協 会

別表（第３条関係）




